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資料１ 

もりやま障害福祉プラン 2024 策定に係るパブリックコメントの手続結果について 

 

  過日実施しました標記計画策定にあたっての意見募集の結果は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 意見募集期間 

     令和６年１月 15 日（月）から令和６年２月２日（金）まで 

 

２ 原案公表方法 

    (1)備付縦覧等 

  市役所障害福祉課、公文書館、市役所３階閲覧所、駅前総合案内所、すこやかセンタ

ー、生涯学習・教育支援センター（エルセンター）、図書館、もりやまエコパーク交

流拠点施設および各地区会館での備え付けならびに市ホームページでの掲載。 

  (2)市民説明会 

    第１回  日時：令和６年１月 24 日（水）18 時 30 分から 

         場所：速野会館 多目的室       [参加者３人] 

    第２回  日時：令和６年１月 27 日（土）９時 30 分から 

         場所：守山市役所 防災会議室     [参加者５人] 

   

３ 意見提出方法 

書面提出：持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール、意見提出フォーム等のいずれかの方法

にて提出。 

 

４ 意見の件数（意見提出者数） 

   38 件（４人） 
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５ 意見の反映状況 

区  分 計画の内容に対する意見等 

①原案を修正するもの 13件 

②原案には反映できないもの ２件 

③既に原案に記載済みのもの 13件 

④その他 10件 

合  計 38件 

 ※字句修正等の意見は省略してあります。 

 

６ 意見の概要と市の考え 

   別紙のとおり 

 

７ 修正後の計画等  

   別紙添付します。 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

1 51 

『課題１ 障害に対する理解促

進』において、「市民に対する障害

への正しい情報提供や理解の促進

～」とあるが、行政機関や団体の職

員は必ずしも守山市民ではないの

で、市民だけでなく行政機関と団体

を追記してほしい。 

生活しやすい地域づくりのた

めには、住民・行政機関や団体の

他、生活する地域全体の障害へ

の正しい理解が必要です。住民

のみならず広い意味で地域で関

わる人が対象となることから

「市民等」に修正いたします。 

①  

2 58 

『①障害の理解と認識を深める

啓発事業の実施や支援』について、

啓発事業が最も必要なのは障害者

に関心（問題意識）のない方々であ

ると思うことから、このような市民

に届くような啓発事業を新たに計

画してほしい。 

多くの市民に障害の理解と認

識を深めてもらうためには、日

常生活の場での、ふれあいや交

流の輪の広がりが重要です。ふ

れあいの機会を創出するほか、

就労・教育・日常生活の場など、

様々な機会を捉える中、障害に

関する教育プログラムや啓発活

動を推進してまいります。特に、

障害の多様性や適切な対応等に

ついての理解を深める機会の創

出に努め、引き続き各種情報媒

体を用いた情報提供を行ってま

いります。 

④ 

3 58 

『④障害を理由とする差別の解

消の推進』について「市自立支援協

議会等への情報提供等、解消に向け

て取り組む。」とあるが、情報提供

先は市自立支援協議会だけでなく、

障害者差別解消支援地域協議会に

相当する機関とすべきでは？ 情

報提供だけでなく協議することも

明記すべき。 

ご指摘の内容を踏まえ、原案

58P に以下の内容を追記いたし

ます。「差別の解消に向けた取り

組みとして、地域アドボケータ

ー（相談内容を代弁することな

どにより、障害者の権利を擁護

する役割をもつ）、障害者差別解

消に向けた情報交換会、湖南地

域障害児・者サービス調整会議

や市自立支援協議会においても

差別事案の情報共有をはかり、

① 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

県と連携して差別事案の解決に

向けての検討・協議を行ってま

いります。」 

4 59 

『（２）情報アクセス・コミュニ

ケーション支援等の合理的配慮の

推進』について、令和５年 12 月 28

日に公布された「滋賀県手話をはじ

めとする障害の特性に応じた言語

等による意思疎通等の促進に関す

る条例」に触れてほしい。 

令和５年 12 月 28 日に公布さ

れた「滋賀県手話をはじめとす

る障害の特性に応じた言語等に

よる意思疎通等の促進に関する

条例」を踏まえ、障害の特性に応

じた意思疎通等の促進に係る施

策を総合的に推進する旨、同ペ

ージに追記します。 

① 

5 59 

『（２）情報アクセス・コミュニ

ケーション支援等の合理的配慮の

推進』について、守山市でも手話言

語条例を制定し、施策項目③～⑥と

合わせ、ろう者にとっての情報保障

と円滑な地域生活・社会生活への参

加が促進されるような取り組みや

市民を対象とした手話教室、さらに

学校教育における手話活動等を通

じた普及が必要である。 

障害者基本法第３条 におい

て、手話は言語であると明記さ

れています。聴覚障害者にとっ

ての情報保障と円滑な地域生活

や社会参加が促進されるよう、

手話の普及を進めると共に「手

話言語条例」につきましては調

査・研究を行ってまいります。 

60P に記載のとおり手話講座を

引き続き開催し、今後実施回数

の増加をはかってまいります。 

また、88P に記載の「地域の障

害のある人とのふれあい・交流

活動」の中で手話に触れる機会

を設けてまいります。 

④ 

６ 61 

『①地域行事への参加』「「合理的

配慮」の周知・啓発を行い、祭りや

運動会等の地域の行事に、障害のあ

る人が参加しやすくなるよう支援

を行う。」とあるが、障害者に対し

てどのように参加しやすくなって

59P に記載のとおり、合理的配

慮の義務化についても広く周知

し、市施策のみならず、地域全体

に合理的配慮の重要性が根付く

よう啓発に努めます。また、障害

のある人が地域行事等への参加

③ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

いるのか、わかりやすく通知してほ

しい。例えば、 “手話が必要な時

は連絡してください”というような

welcome 感を出してほしい。 

がしやすくなるよう、自治会等

に対し、手話通訳等の合理的配

慮内容についてわかりやすく告

知いただける方法の周知に努め

ます。 

７ 62 

『④障害者スポーツ活動の充実』

において、障害者がスポーツ活動に

気軽に参加できるよう、もっとアピ

ールしてほしい。 

びわ湖マラソンやファミリーマラ

ソン等の申し込み欄に開会式の手

話通訳が必要かなどの記入欄を入

れる等。 

61P に記載のとおり、障害のあ

る人同士や市民との交流、生涯

学習やスポーツ活動の機会の提

供、読書環境の整備等、障害の特

性に応じた合理的配慮を図りな

がら、社会参加の機会の確保に

努めます。具体的には、手話通訳

等の合理的配慮の必要性の有無

を記入欄に設ける、あるいは、参

加募集のポスターに“手話が必

要な時は連絡してください”等

の記載をするなど、参加しやす

い環境を整えると共にわかりや

すい案内・広報に努めてまいり

ます。 

③ 

８ 63 

『③福祉ニーズを把握するため

の仕組みづくり』 

民生委員に避難行動要支援者名簿

上の情報の提供をしたが、交流がま

ったくないのでいざという時にど

う助けてくれるのか大きな不安が

ある。今の民生委員の顔や名前、手

話の理解度などは全く知らない。民

生委員はもっと障害者と交流する

場を作ってほしい。 

63P に記載のとおり、相談先と

しての民生委員・児童委員等の

周知を図ってまいります。また、

民生委員・児童委員等との交流

の機会・交流の場の持ち方につ

いては今後検討してまいりま

す。 

③ 

９ 70 
『③自立支援協議会の開催』につ

いて、サービス調整会議では情報共

湖南地域障害児・者サービス

調整会議等では、湖南福祉圏域・
①  
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

有のみならず、連携し課題解決に当

たることを明記してほしい。 

県全体で検討する必要がある課

題等の報告を行い、連携して課

題解決に取り組んでいますこと

から、ご指摘のとおり、連携して

課題解決に取り組む旨を明記い

たします。 

10 72 

『（５）保健・医療の充実』にお

いて、障害者が安心して医療を受け

られるという施策を追加してほし

い。 

原案 59P に記載のとおり、医

療受診をはじめ、個々の特性に

応じた情報提供は極めて重要で

あり、円滑な情報提供と柔軟な

コミュニケーションがとれる環

境が必要です。 

 同行援護や通院等介助のサー

ビス提供や手話通訳派遣・盲ろ

う通訳派遣・音訳・点訳等の支援

事業の利用促進を図るととも

に、特に、聴覚に障害がある人に

対しては、必要に応じてタブレ

ット端末等を利用した遠隔での

手話通訳も実施する等、よりよ

いコミュニケーション支援事業

を推進してまいります。 

  

 ③ 

11 73 

『⑥在宅訪問歯科保健事業の実

施』について、歯科保健担当者との

協議会では情報共有のみならず、連

携し課題解決に当たることを明記

してほしい。 

 

ご指摘のように課題や取組の

現状について情報共有を行うと

共に連携して課題解決に取り組

んでいくことを明記いたしま

す。 

①  

12 81 

『４ 子どもの健やかな発達の

ために』について、小児保健医療セ

ンターを貴重な医療資源と捉え、基

障害のある方が地域で生活す

るには、県立小児保健医療セン

ターなどによる高度医療に加

③ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

本目標４・５を達成するための具体

的な取り組みとして、「県立小児保

健医療センターとの連携」を挙げて

ほしい。 

え、地域の医療機関によるリハ

ビリ等、医療の提供が必要不可

欠でありますことから、原案 72P

に記載のとおり、専門的な医療

の提供体制の整備や、関係機関

等との連携を図ってまいります

ことから原案のままといたしま

す 

13 88 

『④障害のある人への理解を促

す教育の推進』について 

教員にも障害者理解の啓発をして

ほしい。障害をもたない子を一生懸

命育てている障害者が多くいるこ

とを教員に認識してほしい。 

学校は子どもの成長や学習状況を

保護者にきちんと伝えることも重

要であるため、学校が手話通訳派遣

を依頼して対話する環境を準備す

るべき。その認識が必要である。 

教員に対し「障害理解」の研修

は実施していますが、児童・生徒

の障害理解に特化した記載であ

ったので、原案 88P③教育相談・

教育研修の充実に「〇教員に対

し、障害のある保護者や地域の

方への理解と対応の研修の充実

を図る。」を追記いたします。 

①  

14 90 

『①個別支援の必要な重い障害

のある児童・生徒への支援策のあり

方の検討』について、医療的ケアが

必要な児童・生徒は地域の学校で学

ぶことも想定されることから、通学

支援について明記してほしい。 

ご指摘のとおり、医療的ケア

が必要な児童・生徒は地域の学

校で学ぶことも想定されること

から、支援体制の充実を引き続

き県に要望すると共に地域の学

校で学ぶ児童・生徒の通学支援

についても調査・研究をしてま

いります。 

②  

15 90 

『②個別支援計画に基づく障害

のある児童保育の推進』について、

項目名を「障害のある児童・生徒へ

の個別支援計画に基づく保育・教

ご指摘のとおり保育だけに限

らず、担当課に学校教育課・発達

支援課を含めることとし、次の

とおり修正します。 

【施策項目】 ②個別支援計画

①  
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

育」とし、学校教育課、発達支援課

も担当課に含めてほしい。 

を活用した適切な支援の推進  

【取組】障害のある児童・生徒の

実態に応じた個別支援計画を作

成し、計画に基づき、障害のある

児童・生徒の保育、教育を推進す

る。 

16 95 

『①ユニバーサルデザインを踏

まえた公共施設等の整備促進』と施

策が挙げられているが、新庁舎にお

けるユニバーサルデザインは不十

分だと思う。 

例：市議会場の議長席にスロープが

ない、市議会場に手話通訳者が立て

る空間がない、聴覚障害者はエレベ

ーターに閉じ込められた時の通話

手段がない等 

 まずは新庁舎がユニバーサルデ

ザインの手本を示すべきである。 

新庁舎につきましては、障害

のある方にユニバーサルデザイ

ンチェックを実施いただくなど

バリアフリー化を図ってまいり

ました。加えて、職員が来庁いた

だく方に寄り添う中で、一層利

用しやすい庁舎となるよう努め

てまいります。 

④ 

17 95 

『①ユニバーサルデザインを踏

まえた公共施設等の整備促進』につ

いて、「「こころのユニバーサルデザ

イン」を広く進めていく必要があ

る。」と課題認識を述べているが、

取組内容としてほしい。 

よりわかりやすい表記となる

よう「「こころのユニバーサルデ

ザイン」を広く進めていく。」と

します。 
①  

18 97 

『①防災・防犯・感染症対策に対

する意識の普及促進』について、能

登半島地震の教訓を踏まえ、在宅避

難者も想定に入れた防災計画の見

直しをしてほしい。 

ご指摘のとおり原案 96P に 

以下を追記いたします。 

「また、国内の災害の現状をふ

まえ、課題を含めて検証し、防災

計画に取り入れ見直しをはかっ

てまいります。」 

①  

19 97 
『①防災・防犯・感染症対策に対

する意識の普及促進』について、「防

本市の個別避難計画は「防災

と保健・福祉の連携促進モデル
③  
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

災と保健・福祉の連携促進モデル」

を導入し、個別避難計画の策定を促

進してほしい。 

（滋賀モデル）」や先進地事例を

参考に策定を進めていくもので

す。 

20 97 

『①防災・防犯・感染症対策に対

する意識の普及促進』について、事

業所の開所等の場合は、情報共有の

みでは途切れることから、連携し支

える体制を構築してほしい。 

原案 97P ①防災・防犯・感染

症対策に対する意識の普及促進

に記載のとおり、感染症等の流

行による事業所の閉所等によっ

て、障害のある人への支援が途

切れることのないように、県担

当課や草津保健所、事業所等と

情報共有等、連携を図り、感染症

拡大等を想定した緊急時の対応

の構築等を行ってまいります。 

③ 

21 99 

『①移動手段の拡充』について、

「もーりーカー」の予約は電話のみ

なので、聴覚障害者にも対応した支

援を実施してほしい。支援の依頼を

もっと便利にしてほしい。 

もーりーカーは聴覚障害者の

方にもご利用いただけるよう

FAX での利用予約が可能です。利

用につきましては、今後さらに

周知に努めてまいります。 

④ 

22 103 

『（２）福祉人材の確保・育成』

について、福祉行政に関わる相談員

（保健師・社会福祉士）やカウンセ

ラー（臨床心理士・スクールカウン

セラー等）の適正な人員（人数）配

置を図ってほしい。 

 

 

本市で福祉行政に関わる職員

は、保健師・社会福祉士・精神保

健福祉士の他、臨床心理士等の

専門職を含み配置しておりま

す。福祉に関する相談が増加・多

様化するなかで、適正な人員配

置ができるよう努めてまいりま

す。 

④  

23 105 

『（５）入所等から地域生活への

移行を望む人への、地域生活の継続

の支援、就労支援等の課題に対応し

たサービス提供体制の整備』につい

て、「地域生活における支援」とあ

るが、「地域生活を安定的に継続、

ここでの「地域生活における

支援」は、原案 111P に記載のと

おり、地域生活移行に向けての

住居の確保や障害福祉サービス

の体験利用をはじめ、移行後も

安定した地域生活を継続・維持

②  
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

維持するための生活支援や就労支

援」としてほしい。 

できる様々な支援を指しており

ます。このことから原案のまま

とします。 

 

24 109 

『（３）日中活動系サービス』の

『② 見込量確保の方策および今後

の方向性』について、「就労選択支

援」はニーズに応じ必要量が提供で

きるよう、事業開始までに体制を整

備しておいてほしい。 

原案 109P に記載のとおり、令

和７年 10 月から新事業となる

「就労選択支援」については、障

害のある人の希望や能力・適性

に応じて、就労先の選択への支

援（就労アセスメント）を行うと

ともに、ニーズに応じたサービ

スの提供体制整備に努めてまい

ります。 

③  

25 110 

『（５）居住系サービス』の『② 

見込量確保の方策および今後の方

向性』について、「地域生活におけ

る支援を充実させるとともに、施設

入所者の地域への移行を図りま

す。」とあるが、「施設入所者の地域

移行も１名見込んだ上での見込量

としています。」と見込量の考え方

を示してほしい。 

原案 110Pの施設入所支援につ

いて下記のように追記いたしま

す。 

「施設入所者数は地域のニーズ

を踏まえ微増としております

が、入所施設からの地域移行者

数１名も見込んだ上での見込量

としています」 

①  

26 119 

『（５）医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置』の『② 見込量確

保の方策および今後の方向性』につ

いて、「市および圏域においてコー

ディネーターの担う役割や関連機

関間の連携方法等を明確にしたう

えで、令和８年度までの確保をめざ

して検討を進めます。」とあるが、

「小児医療体制の充実した守山市

原案 119P に記載のとおり、医

療的ケア児に対する関連分野の

支援を調整するコーディネータ

ーの配置については、医療的ケ

ア児等が安心して地域生活を送

るためによりよいコーディネー

トが行えるよう事業のあり方や

配置方法等の検討をおこなって

います。また、滋賀県重症心身障

害児者・医療的ケア児等支援セ

③ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

の特性から先行して市単独でコー

ディネーターを確保し、令和８年度

までに市および圏域においてコー

ディネーターの担う役割や関連機

関間の連携方法等の検討を進めま

す」としてほしい。 

ンター「こあゆ」をはじめとする

関係機関との効果的な連携を図

ってまいります。 

27 120 

『（２）共同生活援助』について、

重症心身障害児者のグループホー

ムは市内にないことから、施設整備

補助だけでなく、用地の斡旋や運営

費の補助拡充等に取り組み、令和８

年度までに整備してほしい。 

共同生活援助については、令

和８年度までに市内で３か所の

施設整備を見込んでおります。

特に強度行動障害・重症心身障

害者等の重い障害がある人の受

入れが可能なグループホームの

整備が進むよう、必要な場合に

は市有地について紹介を行うな

ど、事業者に寄り添った支援を

検討してまいります。 

④ 

28 122 

『（１）施設入所者の地域生活へ

の移行』について、目標設定の考え

方としては、少なくとも前期同様

「－1.6％以上削減」に据え置いて

ほしい。 

原案 122Pに記載しております

目標設定の考え方について、国

の基本指針を踏まえ目標設定を

しておりましたが下記のとおり

修正いたします。 

施設入所者の地域生活への移行

者数に関する目標設定の考え方

「地域移行支援を踏まえ設定」、  

施設入所者数に関する目標設定

の考え方「地域ニーズを踏まえ

設定」 

施設入所者数の国の基本指針

は、令和４年度末の５％以上削

減となっていますが、本市では

施設入所の需要等を踏まえ、２

名増としています。 

① 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

29 124 

『（３）地域生活支援の充実』に

ついて、令和８年度目標値である

「整備」と「１回以上の検証」を「１

回以上の検証と不足機能の構築を

検討」としてほしい。 

124P に記載のとおり、地域生

活支援拠点については、今後、５

つの機能（相談機能、緊急時の受

け入れ・対応機能、体験の機会・

場の提供機能、専門的人材の確

保・養成機能、地域の体制づくり

機能）を整備していく中、まず

は、相談機能、緊急時の受け入

れ・対応機能の２つの機能の整

備を目指し、不足します機能に

ついては、順次、湖南４市での協

議等を踏まえ計画的に整備を進

め、効果的な支援体制の構築を

図ってまいります。 

③ 

30 126 

『（６）障害児支援の提供体制の

整備等』について、「地域社会への

参加をより一層の推進を図りま

す。」とあるが、保育所等訪問支援

で地域社会全般への参加が推進で

きるわけではないことから、「保育

所等でのインクルージョンの一層

の推進」としてほしい。 

ご指摘のとおり「保育所等で

のインクルージョンの一層の推

進」がより適切な表現と思われ

ますので修正いたします。 
① 

31 127 

『（７）相談支援体制の充実・強

化等』について、国の基本指針に基

づき「協議会における個別事例の検

討を通じた地域サービス基盤の開

発、改善等」の数値目標を設定して

ほしい。 

原案 127Pに記載しております

国の基本指針である協議会（本

市では市障害者自立支援協議

会）における「個別事例の検討を

通じた地域サービス基盤の開

発・改善等」の数値目標について

は、その基礎となる地域の相談

支援の強化を数値目標として掲

げております。地域の相談機関

との連携強化の取組により、個

③ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

別事例の検討から地域のサービ

ス基盤の開発・改善等に繋がっ

ていく事を目的としています。 

32 128 

『（８）障害福祉サービス等の質

を向上させるための取組に係る体

制の構築』について、「障害者自立

支援審査支払等システム等による

審査結果の共有」の共有の有無およ

び体制名称を記述してほしい。 

既に障害者自立支援審査支払

等システム等による審査結果を

分析し、その結果を活用し事業

所や関係自治体等と共有する体

制はあり、その実施回数につい

ては、令和４年度の実績値を上

回る 28回として目標値を設定し

ています。このことから、原案

128P の目標設定の考え方を下記

のとおり修正いたします。 

「障害者自立支援審査支払等シ 

ステム等による審査結果を分 

析し、その結果を活用し、事業 

所や関係自治体等との共有す 

る回数」 

①  

33 129 

本プランの施策は周知するため

の啓蒙活動が多いため、啓もう活動

がわかるような KPI を作って数値

的に公表してほしい。 

原案 57P からの 第４章「基本

目標ごとの施策の方針と具体的

な対応策」において基本目標ご

との KPI を設定し掲げておりま

す。 

新プラン策定にあたり設定しま

した基本目標ごとの KPI につき

ましては公表し、広く施策を周

知するなか、経年的に業務の進

捗状況を把握してまいります。 

③ 

34 

頁

記

載

「事業所任せ」「保健所任せ」「地

域任せ」「本人任せ」になってしま

いそうなプランで怖い。 

 

障害のある人が地域で自分ら

しい生活が送れるよう、適切な

保健・福祉・医療・療育・教育等

の各サービスの利用につなげて

④ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

な

し 

 

 

 

 

 

いくための連携体制の構築、地

域共生社会の実現に資する体制

づくりに努めてまいります。 

35 

頁

指

定

な

し 

重度の身体障害者や難病患者は

役に立たないのか？地域とかかわ

ることも気分転換も自立すること

も守山市はあまり望ましいとおも

われていないのではないのではな

いかと感じてしまうプランだった。 

「真の共生社会をめざして」と

いうプランの基本理念のもと、

すべての人が障害の有無によっ

て分け隔てられることなく共に

支え合う社会の実現を目指す

中、障害福祉サービスの重度訪

問介護をはじめ、40P に記載して

おります「移動支援事業」等、障

害のある人の社会生活上必要不

可欠な外出や余暇支援活動等の

外出支援を行うことにより、地

域における自立生活や社会参加

を促進してまいります。 

④ 

36 

頁

指

定

な

し 

サービス内容別に冊子を作る 

「事業所の特徴」や「利用者に伝え

たいこと」、写真等も使って、大き

な文字で、可能なら点字も一緒にし

て、見ていてもハッピーな気分にな

れるレイアウトで作成 

更新は、障害福祉課に異動してきた

職員が事業所に直接伺って確認し

に行く。（行ったことのない世界を

そっと見学させていただく＝新人

研修込みで！） 

サービス内容別の冊子について

は、湖南圏域の通所事業所一覧

を窓口設置し情報提供をしてい

ますが、居宅介護事業所等の冊

子についてはニーズ等も含めた

なか、今後検討していきます。 ④ 

37 

頁

指

定

相談支援体制は、急務と言える。 原案 70P に記載のとおり、相談

内容の多様化・複雑化、相談件数

の増加が進む中、専門的な知識

③ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反映

区分 

な

し 

と経験をもつ相談員を基幹相談

支援センターに配置し、専門的

な課題に対応した相談支援を行

えるよう努めます。 

38 

頁

指

定

な

し 

本当に難しいケースもあると思

いますが「放置だけは絶対にしない

で！」 

困難ケースについては、基幹相

談支援センターでの相談の他、

原案 70Ｐに記載のとおり、総合

的な支援（重層的支援）を推進

し、生活支援相談課や地域包括

支援センター等、関係部局と連

携し、支援体制の充実をはかっ

てまいります。 

④ 

 


